
1 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課 

教職員のオミクロン株対応ワクチンの接種促進のための 

更なる取組推進について（依頼） 

新型コロナウイルス感染症は、過去２年いずれも、年末年始に感染が拡大しており、

また、この秋・冬については季節性インフルエンザとの同時流行が懸念されるとの専門

家の指摘もあります。 

先般、「オミクロン株対応ワクチンの接種促進のための更なる取組推進について（依

頼）」（令和４年 11月４日内閣官房内閣参事官事務連絡）が発出され、内閣官房から、オ

ミクロン株対応ワクチンの接種促進のための更なる取組推進について関係機関等に対

して周知するよう依頼がありました。

教職員は、学校の業務を継続し、児童生徒等の学びの継続の保障や地域における社会 

機能を維持するために不可欠な存在です。子供たちの学びの場を守り、教育活動を継続

していく観点から、下記の事項に御留意いただき、教職員に対してオミクロン株対応ワ

クチンに関する情報提供を行うとともに、希望する全ての教職員が年内に接種を受けら

れるよう、所管の学校等に対する働きかけをお願いします。 

併せて、都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校（大学及び高

等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市（指定都市を除く。）区町村教育委員会に

対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校に対して、国公立大学法人

担当課におかれてはその設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14年法

律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におか

れては所轄の学校設置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども

園主管課におかれては、所管の認定こども園及び域内の市（指定都市及び中核市を除く。）

区町村認定こども園主管課に対して、本件を周知されるようお願いします。 

記 

①教職員へのワクチン接種に関する周知

以下の広報資材等を活用・提供すること等により、教職員への周知をお願いいたし

ます。 

（リーフレット）

事 務 連 絡 

令和４年 11月 10日 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 担 当 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課  

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

御中 

教職員のオミクロン株対応ワクチンの接種促進のための更なる取組推進について、 

依頼事項等についてまとめましたので、お知らせします。 
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・【第３報】接種可能な間隔が３か月になりました（2022年 10月版） 

（参考：厚生労働省 HP）https://www.mhlw.go.jp/content/001004214.pdf  

・【第２報】オミクロン株対応２価ワクチンの種類が増えました（Ver.２）（2022年 10

月版） 

 （参考：厚生労働省 HP）https://www.mhlw.go.jp/content/000999261.pdf 

（周知動画） 

 ○ねお×木下先生「新しいコロナワクチンのこと聞いてみた」 

 https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25464.html 

②自治体の大規模接種会場等における団体接種や職域接種の実施 

  団体接種や職域接種を積極的に実施いただくことで、教職員の接種機会を設けて頂

くようお願いいたします。 

団体接種については、全ての都道府県に相談窓口を設置しておりますので御活用く

ださい。 

また、職域接種については、初回接種又は３回目接種時に職域接種を実施した教育

委員会や大学等を対象としており、下記の厚生労働省の HP に実施方法等を掲載して

おります。 

  

○厚生労働省 HP 職域追加接種（オミクロン株対応ワクチン）に関する企業向け説

明会（令和４年９月 22日開催）資料職域接種に関するお知らせ 

https://www.mhlw.go.jp/content/000992507.pdf 

 

③教職員が接種しやすい環境の整備について 

「地方公務員についての新型コロナワクチン接種に係る考え方について（通知）」

（令和３年５月 28 日付け文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長通知）で

周知したとおり、接種等に要する時間について公務の運営に支障のない範囲内で職務

専念義務を免除するなど、教職員が接種しやすい環境の整備について適切に対応いた

だきますようお願いいたします。 

（添付資料） 

・「オミクロン株対応ワクチンの接種促進のための更なる取組推進について（依頼）」（令

和４年 11月４日内閣官房内閣参事官事務連絡）※別添１、２は省略（別添１） 

・【第３報】接種可能な間隔が３か月になりました（2022年 10月版）（別添２） 

・【第２報】オミクロン株対応２価ワクチンの種類が増えました（Ver.２）（2022年 10月

版）（別添３） 

・「地方公務員についての新型コロナワクチン接種に係る考え方について（通知）」（令和

３年５月 28 日付け文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長通知）（別添４） 

 

 

 

＜本件連絡先＞  

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課地方教育行政係  

03－5253－4111(内線 4678) 

https://www.mhlw.go.jp/content/001004214.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000999261.pdf
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25464.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000992507.pdf


事  務  連  絡 

令和４年 11月４日 

文部科学省大臣官房総務課長 

 

 

                    内閣官房内閣参事官 

 

 

オミクロン株対応ワクチンの接種促進のための更なる取組推進について 

（依頼） 

 

新型コロナウイルス感染症への対応に日頃から格別のご理解とご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症は、過去２年いずれも、年末年始に拡大しているお

り、また、この秋・冬については、季節性インフルエンザとの同時流行が懸念さ

れるとの専門家の指摘もあります。 

９月から、オミクロン株対応ワクチンの接種を開始していますが、オミクロン

株対応ワクチンの重症予防効果等は従来型ワクチンを上回ることや、今後の変

異株に対してもより有効であることが期待されています。 

こうしたことを踏まえ、年内にオミクロン株対応ワクチンの接種を進めるこ

とが非常に重要であり、希望する全ての対象者が年内に接種を受けられるよう、

政府では接種体制の確保や周知広報を行っているところです。 

このため、下記周知内容を御了知いただくとともに、所管法人等の関係機関等

に対する周知について、特段の御配慮をお願いいたします。 

また、周知に当たっては、適宜リーフレットや動画資材を活用いただき、所管

法人等の関係機関等への周知や各所での掲示・配布をお願いいたします。また、

以下のとおり、所管法人等の関係機関等の関係者等の皆様に取り組んでいただ

きたい事項を整理しましたので、当該事項について積極的に取り組んでいただ

けますよう働きかけていただければ幸いです。 

 

 

記 

 

＜所管法人等の関係機関等の関係者等の皆様に取り組んでいただきたい事項＞ 

以下希望する全ての対象者が年内に接種を受けられるよう、ご協力をお願い

します。 

別添１ 



①職員等へのワクチン接種に関する周知 

  職場内メールや職場内掲示等において、以下の広報資材などを活用・提供す

ることなどにより、職員等への周知をお願いいたします。 

  

（リーフレット） 

 別添１ https://www.mhlw.go.jp/content/001004214.pdf  

 別添２ https://www.mhlw.go.jp/content/000999261.pdf 

 

 （周知動画） 

 ○ねお×木下先生「新しいコロナワクチンのこと聞いてみた」 

 https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25464.html 

 

②企業・団体等単位での自治体の大規模接種会場等における団体接種や、職域接

種の実施 

  企業・団体等単位での団体接種や職域接種を積極的に実施いただくことで、

職員等の接種機会を設けて頂くようお願いいたします。 

団体接種については、全ての都道府県に相談窓口を設置しておりますので

ご活用ください。 

また、職域接種については、初回接種又は３回目接種時に職域接種を実施

した企業等を対象としており、下記の厚生労働省の HPに実施方法等を掲載し

ております。 

 

○厚生労働省 HP 職域追加接種（オミクロン株対応ワクチン）に関する企業

向け説明会（令和４年９月 22日開催）資料職域接種に関するお知らせ 

https://www.mhlw.go.jp/content/000992507.pdf 

 

③ワクチン接種が受けやすくなるよう休暇や労働時間の取扱いについて 

 別添３「ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い」を参考に、職員等

が接種を受けやすい環境作りをお願いいたします。 

 

 

担当：内閣官房副長官補室（直通：03-3581-3495） 

山下：mamoru.yamashita.b9z@cas.go.jp 

来嶋：risa.kijima.k5i@cas.go.jp 

       吉田：rei.yoshida.r5v@cas.go.jp 

    入屋：shogo.iriya.y5a@cas.go.jp 

https://www.mhlw.go.jp/content/001004214.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000999261.pdf
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25464.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000992507.pdf
mailto:risa.kijima.k5i@cas.go.jp
mailto:rei.yoshida.r5v@cas.go.jp
mailto:shogo.iriya.y5a@cas.go.jp


ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い

＜ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い＞
問20 自社に勤める労働者が新型コロナワクチンの接種を安心して受けられるよう、新型コロナワクチン接種や接種後に発熱などの症状が
出た場合のために、特別の休暇制度を設けたり、既存の病気休暇や失効年休積立制度を活用できるようにするほか、勤務時間中の中抜けを
認め、その時間分就業時刻を後ろ倒しにすることや、ワクチン接種に要した時間も出勤したものとして取り扱うといった対応を考えていま
す。どういった点に留意が必要でしょうか。

職場における感染防止対策の観点からも、労働者の方が安心して新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後
に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいものです。
また、①ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、既存の病気休暇や失
効年休積立制度（失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度）等をこれらの場面にも活用できる
よう見直すこと、②特段のペナルティなく労働者の中抜け（ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分就業時刻の繰
り下げを行うこと）や出勤みなし（ワクチン接種の時間につき、労務から離れたことを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものと
取り扱うこと）を認めることなどは、労働者が任意に利用できるものである限り、ワクチン接種を受けやすい環境の整備に適うものであり、
一般的には、労働者にとって不利益なものではなく、合理的であると考えられることから、就業規則の変更を伴う場合であっても、変更後
の就業規則を周知することで効力が発生するものと考えられます。
こうした対応に当たっては、新型コロナワクチンの接種を希望する労働者にとって活用しやすいものになるよう、労働者の希望や意向も踏
まえて御検討いただくことが重要です。
 上記問20のほか、ワクチン接種の対象年齢の子どもを持つ労働者の休暇や労働時間の取扱い（問21）、新型コロナウイルス罹患時を例
とした年次有給休暇取得の扱い（問９）、アルバイト・パートタイム労働者等への年次有給休暇等の扱い（問10）などのQ＆Aが用意さ
れている。

新型コロナウイルスに関するQ＆A（企業の方向け）（抜粋）

 ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱いについて、以下の厚生労働省HPで案内しています。
※新型コロナウイルスに関するQ＆A（企業の方向け）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html



〈新型コロナワクチン接種〉
オミクロン株に対応した

2価ワクチンの接種が開始されました。

| 2022年10月21日 1
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接種可能な間隔が 心

になりました！

ぜひ、

の接種をご検討ください。

． 

L
—接種の対象と使用するワクチン息」

■ 新型コロナの従来株とオミクロン株に対応したワクチン （「オミクロン株対応2価ワクチン」）の接種は、
初回接種(1•2回目接種）を完了した12歳以上の全ての方が対象で、 一人1回接種できます。

■ 1・2回目接種を完了した12歳以上で最終接種から3か月以上（※）経過している方は、接種可能になりました。
(※）5か月から3か月に短縮されました。

■ 例えば、9月15日に従来型ワクチンを接種した方は、12月15日からオミクロン株対応2価ワクチンを接種できます。
■ 詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

〈オミクロン株対応2価ワクチンの種類〉 1 ·2 回目接種対象者 3 回目以降の接種対象者

ファイザー社ワクチン 12歳以上 18歳以上
【BA.1対応型／BA.4-5対応型】 X （使用不可） 12歳以上

゜ ゜

モデルナ社ワクチン
X （使用不可） 18歳以上 X ゜【BA.1対応型】

(※）2022年10月時点では、オミクロン株対応2価ワクチンは、11歳以下は接種対象となりません。

これまで 2年間、年末年始に新型コロナは流行しています。 2022匂：の匂巧にまーで に、重症化リスクの高い
高齢者はもとより 、［若f いそ『にも」オミクロン株対応2価ワクチンによる接種を完了するようおすすめします。

〈日本国内の新規感染者数(1日ごと）〉
30万人

〈拡大イメージ〉

20万人

10万人
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2021年
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出典：厚生労働省ホームペー ジ「国内の発生状況」をもとに作成
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３ 初 初 企 第 ５ 号 

令 和 ３ 年 ５ 月 28 日 

   

各都道府県教育委員会教育長  
各指定都市教育委員会教育長  
 

 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長        

浅 野 敦 行      

 

 

地方公務員についての新型コロナワクチン接種に係る考え方について（通知） 

 

 

このたび，国家公務員の新型コロナワクチン接種に関する取扱いについて，人事院か

ら別添のとおり人事院指令１４―２（新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受

ける場合等における職員の職務に専念する義務の免除に関する臨時措置について）が

発せられたことを踏まえ，総務省より，地方公務員についての新型コロナワクチン接種

に係る考え方について，別添のとおり通知されましたので，送付いたします。 

各教育委員会においては，本通知や「新型コロナワクチン接種に伴う副反応が生じた

場合の休暇の取扱いについて」（令和３年５月 13 日付け文部科学省初等中等教育局初等

中等教育企画課長通知）も参考にしていただき，適切に対応いただくようお願いいたし

ます。 

 

各都道府県教育委員会におかれては，域内の市（指定都市を除く。）町村教育委員会に

対し，本通知について周知していただくよう，お願いいたします。 

 

 

 

 

殿

総務省から，地方公務員についての新型コロナワクチン接種に係る考え方について通知が発

出されていますので，お知らせいたします。 

【連絡先】 
文部科学省 初等中等教育局 

初等中等教育企画課 教育公務員係       

（電話）03-5253-4111（内線 2588） 
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総 行 公 第 ４ ６ 号 

令和３年５月２７日 

 各 都 道 府 県 総 務 部 長 

（人事担当課、市町村担当課、区政課扱い） 

 各 指 定 都 市 総 務 局 長 殿 

（人事担当課扱い） 

 各 人 事 委 員 会 事 務 局 長 

総務省自治行政局公務員部 

公 務 員 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

地方公務員についての新型コロナワクチン接種に係る考え方について（通知） 

 地方公務員の新型コロナワクチン接種に関する取扱いについては、これまで「医療

従事者等に該当する地方公務員についての新型コロナワクチン接種に係る考え方につ

いて」（令和３年５月12日付事務連絡）及び「新型コロナワクチン接種に伴う副反応

が生じた場合の休暇の取扱いについて」（令和３年５月12日付総行公第42号）によ

り、医療従事者等の新型コロナワクチン接種及び副反応が生じた場合の休暇の取扱い

についてお示ししてきたところです。 

今般、国家公務員の新型コロナワクチン接種に関する取扱いについて、本日、人事

院から別添のとおり人事院指令１４―２（新型コロナウイルス感染症に係る予防接種

を受ける場合等における職員の職務に専念する義務の免除に関する臨時措置につい

て）が発せられたことを踏まえ、下記のとおり地方公務員についての新型コロナワク

チン接種に係る考え方を整理してお示しします。各地方公共団体におかれましては、

適切に対応いただきますようお願いいたします。 

また、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村等に対しても速やか

にこの旨周知いただきますようお願いいたします。 

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各

市区町村に対しても、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。 

 本通知は、地方公務員法第59条（技術的助言）及び地方自治法第245条の４（技術

的助言）に基づくものです。 

記 

１ 医療従事者等に該当する地方公務員の新型コロナワクチン接種について 

 「医療従事者等に該当する地方公務員についての新型コロナワクチン接種に係る

考え方について」（令和３年５月12日付事務連絡）でお示ししているとおり、医療

従事者等がワクチン接種を希望する場合においては、その業務遂行のために必要な
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行為として、職務に関するものであると整理して差し支えありません。このため、

特段、年次有給休暇の取得や職務専念義務の免除等の手続が必要となるものではあ

りません。 

 

２ 医療従事者等以外の地方公務員の新型コロナワクチン接種について 

  本日、人事院から発出された人事院指令を踏まえ、医療従事者等以外の地方公務

員の新型コロナワクチン接種に関し、接種しやすい環境の整備を図る観点から、常

勤職員・非常勤職員を問わず、接種等に要する時間について、公務の運営に支障の

ない範囲内で職務専念義務を免除することについて、適切に対応いただきますよう

お願いいたします。 

 

３ 新型コロナワクチン接種に伴う副反応が発生した場合について 

  「新型コロナワクチン接種に伴う副反応が生じた場合の休暇の取扱いについて」

（令和３年５月12日付総行公第42号）でお示ししているとおり、職員に発熱等の

風邪症状が見られる場合で、「勤務しないことがやむを得ない」と認められる場合に

は、一般職の国家公務員の取扱いを踏まえて、常勤職員・非常勤職員を問わず、有

給の特別休暇とすることができる旨をお示ししているところです。 

この特別休暇とする取扱いに加え、本日、人事院から発出された人事院指令を踏

まえ、地方公務員に新型コロナワクチン接種に伴う副反応が発生した場合に関し、

常勤職員・非常勤職員を問わず、公務の運営に支障のない範囲内で職務専念義務を

免除することについても、適切に対応いただきますようお願いいたします。 

 

 

 
連絡先 総務省自治行政局公務員部 

（職務専念義務の免除に関する事項） 

 公務員課公務員第二係 

 担 当 原田、星野、立石 

電 話 ０３－５２５３－５５４３（直通） 

（勤務時間・休暇に関する事項） 

 公務員課公務員第四係 

 担 当 長田、川﨑、西野、宮川 

電 話 ０３－５２５３－５５４４（直通） 
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職 審 ― １ ４ ４

令和３年５月２７日

各 府 省 人 事 担 当 課 長

各行政執行法人人事担当課長 殿

人事院事務総局職員福祉局審査課長

人事院指令１４―２（新型コロナウイルス感染症に係る

予防接種を受ける場合等における職員の職務に専念する

義務の免除に関する臨時措置について）について（通知）

本日発出された人事院指令１４―２（新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を

受ける場合等における職員の職務に専念する義務の免除に関する臨時措置について）

の取扱いについては、下記によってください。

記

１ 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けるために要する往復時間等も、

この指令により職務専念義務を免除することができるものである。

２ 「これに相当すると認められる予防接種」としては、例えば、外国の政府又は外

国の地方公共団体による新型コロナウイルス感染症に係る予防接種が考えられる。

３ 「予防接種との関連性が高いと認められる症状」としては、副反応としての発熱、

頭痛、倦怠感等のほか、負傷又は疾病の症状も含まれる。
けん

４ 各省各庁の長が、人事院規則１０―４（職員の保健及び安全保持）第１５条の規

定に基づき、職員の健康保持のために講ずる措置として実施する新型コロナウイル

ス感染症に係る予防接種を受けた場合において、前項の症状により療養する必要が

あるときも、本指令によることができる。

以 上
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各

省

各

庁

の

長

各
行
政
執
行
法
人

の

長

人
事
院
指
令
一
四
―
二

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
を
受
け
る
場
合
等
に
お
け
る
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除

に
関
す
る
臨
時
措
置
に
つ
い
て

１

当
分
の
間
、
各
省
各
庁
の
長
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

行
政
執
行
法
人
の
長
は
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接

種
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
予
防
接
種
を
受
け
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
と

認
め
ら
れ
る
症
状
に
よ
り
療
養
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る

と
き
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
（
当
該
療
養
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
た
め
に
や
む
を
得

な
い
と
認
め
ら
れ
る
必
要
最
小
限
度
の
期
間
）
に
お
い
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

こ
の
指
令
は
、
令
和
三
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
七
日
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